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学校学校学校学校のののの安全対策安全対策安全対策安全対策    

    

あまりにも痛ましく、けして許されない悲惨な事件が平成 13年 6月 8日大阪池田市の小学校で起きました。 

まずもって、今回の事件でお亡くなりになられた児童の皆様のご冥福をお祈りし、ご家族の方々に心よりお悔や

みを申し上げると共に被害に遭われた方々関係者の皆様にお見舞い申し上げます。 

子供をもつ親として二度と繰り返されてはいけない悲惨な事件の再犯防止に『起こらない』『起こさせない』犯罪

のない環境の整備が急務だと考えます。 
 

 
学校の安全管理 

京都市で起きた小二男子殺害事件をうけて文部省（当時）が各都道府県育委員会に出した学校の安全管

理チェックリストとは・・・ 

 

幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理についての点検項目（例）  

 

【趣旨】 

この点検項目は、幼児児童生徒の安全確保のためには、地域と一体となって対応するとともに、学校としての

安全管理のための方策が必要であることを踏まえ、幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理のために、

学校及び教育委員会において取り組むべき事項並びに家庭や地域社会の協力を得て取り組むべき事項につ

いて、具体的に点検すべき項目を参考例として示したものである。各学校及び教育委員会においては、これを

参考に必要な修正、追加を行うなど、学校や地域の実情に即した形で点検を行うことが望ましい。  

点検をし、改善を必要とした場合の改善方法事例や手続きなどの説明が、必要ではないでしょうか。又、地域

社会の協力とあるが具体性を示して頂きたいと思います。 

 

《点検項目》 

1.1.1.1.学校学校学校学校においてにおいてにおいてにおいて取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき事項事項事項事項    施設等管理対策施設等管理対策施設等管理対策施設等管理対策     

①校内安全危機管理マニュアルに基づく実動体制の再確認。  

校内安全危機管理マニュアルをPTAにも情報開示し、協力を要請し不備な点は話し合い改善すべきではない

でようか、この辺から地域に開かれた学校作りが始まると思います。 

②施錠の厳守 

③出入り口の一本化（校門・玄関）  （主出入り口電気錠管理システム）  

安全管理項目（不審者対策）と文部科学省初等中等教育企画課の『開かれた学校づくり』の調和に課題が

あるとする向きもあるが、『開かれた学校づくり』とは、学校を『あけっぴろげ』にしろというのではなく、児童生徒の

授業中は校舎や校庭への出入り口管理（電気錠制御機や侵入警戒システムの設置を含む）を学校・行政が

行い不審者の侵入を防ぎ、放課後・休日は『開かれた学校』として地域のコミニティ活動に利用し地域全体で



安全について考える、学校・行政・PTA・地域の一体管理体制の確立が『学校の安全』と『開かれた学校』の調

和だと考える。  

④必ず職員室を通過する旨を記載した掲示物・看板の設置。  

出入り口の一本化に伴い、職員室は一本化した出入り口付近の１階に設置すべきではないでしょうか。そうで

ないと、校舎内に入って職員室を探すことにもなりかねないと思います。  

⑤名札等身分を明らかするための表示及び身分証明書の発行。 

⑥学校出入り業者等への文書通知。  

授業中の業者の出入りは原則として禁止し、やもうえない場合は、許可された者であることを腕章・許可書等

で表示すべきだ。早急な対応を望む。  

⑦職員による巡回体制の確立  

児童数の減少にともない、教職員の数も減少傾向にある。PTA への協力依頼と行政が各個別の学校単位で

はなく、地域的に考慮した形での安全確保、例えば、市職員の定期安全パトロールの実施等を検討して頂き

たい。  

 

2.2.2.2.学校学校学校学校においてにおいてにおいてにおいて取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき事項事項事項事項    児童生徒等児童生徒等児童生徒等児童生徒等にににに対対対対するするするする防犯教育防犯教育防犯教育防犯教育のののの徹底徹底徹底徹底  

①複数で下校する 

②定められた通学路の徹底  

朝の登校時は、交通当番等 PTA への安全協力を学校が依頼又は、PTA が独自に行っている。下校時につい

ても、PTAや地域防犯団体の協力を求めて安全確保すべきだ。  

③屋外では必ずグループで遊び一人では遊ばないこと。 

④知らない人に声をかけられても絶対について行かないこと。 

⑤「こども 110番の家」等を日頃から確認しておき、緊急の際には迷わず助けを求めること。  

「知らない人」と「顔見知りの人」「安全な人」と「危険な人」幼児児童生徒は区別できるのだろうか、又、「こども

110 番の家」も普通の民家に依頼している場合が多く、昼間防犯対策上門扉や玄関は施錠されているケース

がある。もっと地域自治会に協力を要請し、企業や商店などの入り口を開放し、人のいる場所に「こども110番

の家（避難所）」を設置すべきだ。  

⑥夜間外出は一人でしないこと。 

⑦行き先、遊ぶ友達、帰宅時間は家族に知らせておく。  

⑥⑦については、きちっと実行されているかの確認であり、基本的には、我が子を危険（犯罪）から守る親の教

育責任である。  

 

【【【【地域地域地域地域ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの対応対応対応対応】（】（】（】（このこのこのこの機会機会機会機会にににに地域地域地域地域でででで確認確認確認確認するするするする項目項目項目項目））））    

①被害未然防止・再犯防止の為の情報の共有と回覧版等での地域防犯意識の高揚と啓発。 

②消防団・防犯委員・交通安全委員・敬老会等との連携による安全運動の実施と危険個所の点検と関係

機関への整備実施を働きかけること。  

「都市部などでは、出入り口に防犯カメラ・赤外線センサーの設置」等の報道がされているが、あくまで防犯機

器は『人間の助手』防犯器機の管理運営ができて、始めて効果を発揮します。『学校の安全管理』は、まず、

行政・学校（教職員）・PTA･地域住民の相互理解と協力（ソフト）そして、目的に応じた器機設置管理体制

（ハード）の融合にあると思います。そのためには、安全についての各種の知識をもつ『安全管理ボランティア』の

育成を各行政機関にお願いしたい。又、警察や防犯団体等による地域安全教育指導を早急に実施要請す

る。 

 

 

 

 

 



はじめに・・・ 

保育園・幼稚園・小・中学校は、大切な命をあずかる教育施設として社会的に大きな使命があります。その施

設を狙った、決してあってはならない乱入殺人事件以外にも不法侵入による器物破損や盗難・異物混入・放

火やたばこ・シンナー等の使用など火災や事件が全国で発生しています。我々の子供達を取り巻く環境は、危

険に満ちていると言っても過言では有りません。教育施設にとって『最適な安全』を考えるにあたって重要なポイ

ント「HARD&SOFT器機選定・システム設計）」について防犯・防災のプロとして25年以上の経験と様々な実績は、

施設及び幼児児童生徒並びに教職員様の安全・安心に必ずやお役に立てるものと確信いたしております。 

 

校内外の施設管理対策 

（文部省による学校の安全確保点検項目要旨より） 

開放部分と非開放部分を区別し非開放部分への不審者の侵入防止対策。 

 

《提 案》 

【システム】 

①電気錠・防犯カメラ・来客感知システムの設置 

授業中の校舎は、非開放部分（校舎の中に地域開放区の有る場合も一部地域にはある。）校舎外側の出

入り口の施錠。（施錠確認の徹底）運動場側は、緊急時の避難口とする。 

校舎の授業中出入り口一本化に伴い、一本化した出入り口の電気錠制御化（自動施錠）と防犯カメラ・来客

感知（インターホンカメラ）等の設置。 

（教職員室で来校者の確認後入り口の開放） 

②緊急通報システム（非常押しボタンの設置・増設） 

校舎廊下には、20M毎に火災通報ベルが設置してあります。（非常時は火災以外でも子供の安全確保に使

用したいものです。) 

各教室に非常押しボタンを設置する。 

③システムアップ 

校門・裏門だけでなく、学校の周囲を赤外線センサーで囲み塀を乗り越えての侵入を検知し不法侵入を知ら

せる。 

校舎の入り口に金属探知器を設置し凶器等をもった者が侵入した場合警報を発する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



価 格 

①のシステムで電気錠を省き、防犯カメラシステムとセンサーシステムで約 40万前後（取付工事を含む）費用

が必要。（無線式センサーシステムも可能）  

 

設置機器例  

 

【カプセルカメラ】 

玄関ホール等に設置し、不審者の早期発見に効果を発揮

する。人に優しい形のカラーカメラ 

 

【カラーモニタ】 

職員室等に設置しカメラからの映像を受像する。又、録画装

置の設置により、入校者の記録も可能。 

 

【赤外線センサー】 

玄関ロビー入り口に設置し、来校者を検知職員室に設置し

た制御機に信号を送信する。 

 

【制御器】 

操作簡単な警報板。 職員室に設置し、赤外線センサーよ

りの信号をチャイムにて知らせる。 

 

上記にご紹介した器機はほんの一例であり様々な使用目的と用途に合わせた形の要望でシステムの設計が

可能です。 

尚、工事価格は、地域により変動が有りますが線材料・雑材料共で約 15～20万程度になると思います。 

この防犯機器（システム）が凶悪事件を未然に、又、最小限に防ぐことができれば幸いです。 

 
《まとめ》 

しかし、残念ながらこれらの設備だけで犯罪を阻止することは出来ません。 

なぜならば、これらの設備は犯行を侵す者が、犯行後捕まりたくないと言う意志が有る場合に効果のある犯罪

抑止設備だからです。 

もしも、『心の病気』に侵され捕まり脚光を浴びる事を目的もしくは、残忍な行動自体を犯行目的とする者が有

ったとすれば、これらの抑止設備は無力となるでしょう。そこで、第２段階として自然的監視（地域の人々の自

然な形での監視行動)や地域・領域的環境設計(道路・区画整備・公園整備等）が必要となるのです。 

学校の校舎設計も、今後は、少子化の問題・都市部・住宅地・過疎地など地域性や立地環境を考慮にいれ

又、教職員数等の問題を視点に入れ考える。 

そして、『開かれた学校』として、行政は校舎の『あまり教室』の地域開放利用だけを考えるのではなく、地域の

教育・文化の中心施設としての利用を考え、行政が地域に喜ばれる『開かれた学校』づくりを目指してこそ、犯

罪防止自然監視環境のある平和で地域に根付いた『開かれた学校』が完成するのです。 

第３段階としては、『心の病気』に侵され、学校に敵意をもつ者の敵意を和らげる様々な形での環境づくり。 

例えば、学校の校舎や門・塀の色を明るい気持ちを和ます色にする。四季折々の花が咲く、心を癒す環境づく

りも大切です。 
 

防犯アドバイザー（防犯設備士）に安全対策のご相談を 

兵庫県には、兵庫県防犯設備協会会長と兵庫県警察本部生活安全部より委嘱を受け『起こらない』『起こさ



せない』犯罪のない兵庫県づくりを目指し、ボランティアとして活動する防犯アドバイザーが登録されています。 

学校や・地域の防犯診断に防犯アドバイザーをご活用下さい。 

 

防犯アドバイザー派遣依頼申し込みは 

兵庫県警本部生活安全課 

TEL 078-341-7441 

NPO法人兵庫県防犯設備協会 

TEL 079-223-7450 

http://www.bouhan.org 


